
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 青色申告の承認を取り消された場合の欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ｑ：子会社の休眠中、申告をしていなかっ

たら青色申告の承認が取り消されてしまいま

した。この場合、これまでの欠損金は事業再

開時に損金算入できるのでしょうか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：できないことになります。 

【解説】  

法人税では、青色申告の承認を受けた法人

に次の事実が生じた場合には、税務署長はそ

れぞれに定める事業年度までさかのぼって、

その承認を取消すことができることとなって

います。 

①  帳簿書類を提示しない場合  

その提示されなかった事業年度のうち最も

古い事業年度 

②  税務署長の指示に従わない場合  

その事業年度 

③  隠ぺい、仮想等の場合  

その事業年度 

④２事業年度連続して期限内に申告書の提出

がない場合  

その２事業年度目の事業年度 

そして、青色欠損金は９年間(注)の繰越が

認められていますが、この欠損金を損金に算

入するためには欠損事業年度から欠損金の控

除適用を受ける事業年度まで連続して申告書

を提出しなければならないとされています。

したがって、青色申告の承認が取り消された

場合は、これまでの欠損金を損金に算入する

ことは認められません。 

(注)平成30年４月１日以後に開始する各事業

年度において生じた欠損金額は10年です。  
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